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置戸町社会福祉協議会　通所介護事業所

（０１５７）５２－３３４７

（０１５７）５２－３３４８

dei-soudan@okesyakyou.jp

 常勤7人

 営業日：毎週月～金曜日

 １０時００分から１６時００分

 休　日：土曜・日曜・祝日、１２月３０日から１月４日

　　  乗用車をご用意。利用者様の身体状況や地域性などを充分に配慮した運行表に基づいて

　　  送迎を行っております

　　  利用者様の快適かつ迅速な送迎のため、通常のリフトバスの他にリフト付きワゴン車や

 ◎置戸町通所介護事業所は豊かな緑と水に囲まれた素晴らしい環境下に位置しており、当

　 通所介護事業所における主な特徴として以下のものが挙げられます

　・送迎時における時間の短縮への配慮

　　  １人浴槽・３人浴槽・車椅子式入浴装置が設けられており、利用者様の身体状況に応じた

　・身体状況に応じた入浴サービスの提供

　　  入浴サービスを提供させていただいております

　・「オケクラフト」を使用した食事の提供

 　　 ある食器に配膳された温かい食事を楽しんでいただいております

　　　ております

　・歯科検診の実施

　　　年４回定期的に歯科健診を実施しており、治療が必要な利用者様の歯科受診につながっ

　　  置戸町のシンボルである木の器「オケクラフト」を使用することによって、ぬくもりの



１．基本的事項 令和2年4月～令和3年3月実績

チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

1 利用申込者又は家族に サービスがどのように提供
対し重要事項の説明を されるのかが具体的に想定
行う際、重要事項説明 できるパンフレットを用意して
書の他にパンフレットを いる
用意するなど、分かり
やすい説明に配慮して サービス利用料金について
いますか 明確な料金一覧表を用意し

ている

職員配置について明示して
いる

利用者とその家族が充分納
得できるまで説明している ○

2 利用申込者の利用決定 サービス利用体験日を設定
の判断に役立つよう、サ している
ービス体験利用ができま
すか 要望があれば随時サービス

体験利用ができる体制を取っ
ている

利用者に限らずサービス体験
利用ができる旨を広報誌など
で周知している

サービス体験利用者からアン
ケートを取り、サービスの改善
を行っている ○

3 利用者との契約は契約 あらかじめ契約書により契約を結ぶことによ ①トラブル防止対策
書を取り交わしています り、契約関係の適正化を図るとともにサービス
か の利用に伴うトラブルを未然に防止することが 利用者にとって理解しやすい

できるので、契約書を交わすことが望ましいで ように契約書様式に工夫して
す。特に認知症高齢者の場合、本人の意思表示 いる
ができないこともあるので、成年後見制度や地域
福祉権利擁護事業（福祉サービス利用援助事業）契約締結時に同じものを２
などを活用し、適正な契約を締結するよう配慮 部作成し、１部を控えとして
することが必要です 利用者に渡している

利用者に対して事故防止・
対応マニュアルに基づき、事故
発生時の具体例を出して説明
している

②認知症高齢者との契約に
ついて

認知症などで本人の意思表
示が難しい利用者との契約
の際にはケアマネージャー・
家族・かかりつけ医などとの
連携を図り、本人の生活状
況を充分把握した上で契約
を締結している

評　価　基　準

－１－



チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

本人の意思表示が難しい認

知症の利用者との契約は、

家族又は代理人を介した第

三者契約を結んでいる

必要に応じて成年後見制度・

地域福祉権利擁護事業などの

利用について説明している ○

4 利用者から契約を解除 不当に長い解約申し出期間を想定し、事実上 契約締結時の際、解除手続き

するための手続きが契 利用者が契約を解除できないことがないよう について分かりやすく説明を

約書などに規定されて にしてください 行っている
いますか

契約解除手続きについて、

契約書・説明書に明記して

いる

契約解除手続きマニュアルを

作成して全職員に周知・徹底

している ○

5 利用者又は事業者から 利用者から契約を解除することができる事由 利用者による契約解除事由

契約を解除することが としては次のようなものがあります を契約書に明記している

できる事由を定めてい

ますか □事業者が正当な理由なくサービスを実施し

ない場合

□事業者が守秘義務に違反した場合

□事業者が利用者又は家族の生命・身体・信用

などを傷つけ、著しい不信行為を行う場合

事業者から契約を解除することができる事由 事業者が契約解除をする事

としては次のようなものがあります 由を契約書に明記している

□利用者が一定期間以上利用料を滞納し、相

当期間を定めた催促後も滞納している場合

□利用者が事業者へ著しい背信行為を行う場合 ○

6 利用終了に際して必要 必要な情報やアドバイスには以下のものを含み サービス利用終了時に際して

な情報の提供やアドバイます は、文書あるいは面接など

スを利用者・家族に分か により利用者・家族に情報

りやすく説明するとともに□利用者の身体面・心理面の状態 提供やアドバイスをしている

、次の事業者が選定され

た際には必要に応じ、情 □生活上の留意点

報の提供などの連携・

調整を図っていますか □介護の方法・留意点

□サービスの再利用に関する情報

他の事業者への情報提供時には、利用者・家族 他の事業者が選定された際、

などの同意を得るなどプライバシーに配慮して 必要に応じて情報提供などの

ください 連携・調整を図っている ○

評　価　基　準

－２－



チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

7 利用者・家族の苦情を 以下に例示する工夫を行ってください 利用者のみならず、家族や

受け付ける窓口があり、 利用者が信頼できる第三者

速やかに対応するシス ☑利用者との懇談（話し合い）の機会を定期 からも苦情申し立てができ

テムはありますか 的に持ち、苦情や訴えを聞く る体制になっている

また、その苦情を迅速に 　⇒通所介護運営推進会議（２回/年）

サービスの改善につな 相談・苦情の申し立てにつ

げていますか □ トラブルなどが発生した場合、担当職員がで いてはその担当者が決まっ

きるだけ早く話を聞くとともに、不満・訴えの ており、そのことが利用者・

ある人と個別に話を聞く機会を持つ 家族などに文書をもって知ら

されている

担当者は法人役員や施設管

理者に対し、施設運営やサ

ービス内容の改善を求める

ことができる

□　オンブズマン制度などの不服申し立てがで 苦情の申し立てについては

きる制度を持つ 職員の他に第三者も入れて

解決する仕組みを取り入れ

ている

相談・苦情が施設単独で解

決困難な場合、外部の権利

擁護機関や相談機関に協力

を求めている

利用者や家族に対し、外部

の権利擁護機関や市町村の

相談窓口の存在と役割を情

報提供している ○

8 利用者に関する情報を 以下に示すような工夫を行ってください

適切に記録しています

か □利用者へのサービス提供を行う際に効率的 全社協版あるいは道デイ協版

な記録様式を事業者独自で作成する 及び独自の記録様式を使用

している

□記入様式について統一的な指示を行う 記録を取る職員全員が記録

様式に記入できるよう周知

している

□サービス提供記録、相談・情報提供に関する

記録が統一的に整理されるようにする

☑データベース化などにより、効率的かつ統一

的な記録の整理がなされている ○

9 利用者記録の保管方法 記録の保管方法については、以下の点を定め

を定めて、それを基に てください

適切な保管をしていま

すか □記録の管理責任者

□記録の保管期間

□記録の保管場所

□記録の開示手続き ○

－３－

評　価　基　準



チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

10 利用者の人権への配慮 以下に示す項目などに留意して工夫を行って

を行っていますか ください

☑「権利」を条文化してパンフレットを作成して

配布したり、機関・施設の利用者に目立つ場

所に掲示する

□利用者に関わる情報の取り扱いについて、

細心の注意を払い、守秘に努めるよう職員に

徹底させている

□利用者を｢一個の人格｣として尊重する教育

を重視し、利用者の呼称にも留意している

□認知症高齢者などの権利に関しても充分な

配慮を行う ×

11 認知症に対する正しい 認知症高齢者に対しては正しい専門知識に基

理解に基づいてサービスづいたサービスを提供する必要があり、次の

を提供していますか ようなことが望ましいです

☑問題行動の一定期間の観察を行い、状態に

応じた対応や介護の方法などについて、必要

に応じて事例検討などを行い、介護サービスを

提供している

□認知症高齢者に対するケア職員は施設内

での教育以外に、外部での研修などに参加し

ている ○

12 利用者の都合でサービスあらかじめキャンセル料とキャンセル料が課せ 契約書にキャンセル料などに

をキャンセルする際の られる期間を定めておくことは、利用者と事 ついて明記し、利用者・家族

申出期間やキャンセル 業者との適正な関係を維持する観点からも必 に充分説明し、同意を得て

料が適正に定められて 要です。ただし、この料金や申出期間は不当に いる

いますか 高い又は長いものであってはなりません。

なお、キャンセルについては事前に充分利用者

又は家族に対して説明し、納得を得ておくことが

必要です ○

13 契約期間及び契約の更 利用者から契約終了の申出がない限り、自動 利用者から契約終了の申出

新方法について、あらか 的に契約が更新される規定を契約書に設けて がない限り、自動的に契約

じめ定めていますか ください が更新される規定を契約書

に設けている

自動的に契約が更新される

ことを利用者・家族に説明

している ○

評　価　基　準

－４－



２．事業の管理・運営

チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

1 事業の理念や方針を明 事業理念や方針は文書として明文化し、職員 理念や基本方針は明文化さ

確にするとともに、職員 の目に付く場所に提示するなど、職員に周知 れている

に徹底していますか 徹底するよう努めてください

理念や基本方針は法人役員

とすべての職員に配布され

ている

理念や基本方針は利用者主

体の考え方に基づいている

理念や基本方針は事業計画

や倫理綱領などに反映され、

かつ具体化されている

理念や基本方針は必要に応

じて見直されている ○

2 事業の理念・方針に基 事業計画は事業の理念・方針に基づくとともに、

づいた事業の達成目標・①中・長期の運営の方針、②職員採用・研修計

計画（中・長期）を定めて画、③施設・設備計画、④事業経営の方針及び

いますか 計画、⑤部門別計画（処遇の方針及び計画、行

事計画、防災訓練）などを網羅してください

計画の策定にあたっては、職員の参加を得て

行ってください。また、目標や計画は職員に

徹底するとともに定期的にその達成度を測り、

必要に応じて見直してください ○

3 当該事業の予算・決算が以下の点に留意してください

適正に策定・公開され、

また、運用されていま □当該事業予算は事業計画と調整を取り、具体

すか 的計画に基づいて積算されている

□当該事業予算は、適切な時期に会計責任者・

管理者において策定されるとともに、適正な

機関（理事会・評議員会）において認定・承認を

受けている

□当該事業予算は職員だけではなく、行政や

住民などの関係者に対しても公開を図るよう

努めている

□予算を変更する必要が生じた場合、補正予

算が会計責任者を通じて事業責任者のもとで

適切な時期に編成されている

□決算書の作成及び監査が適切に行われている ○

4 職員の人事管理を適正 以下の点に留意してください

に行っていますか

□職員の資質向上を図るための人事方針が定 職員の資質向上に関する目

められている(該当なし) 標を設定している

評　価　基　準

－５－



チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

職員の資質向上を図るため

の人事方針が成文化されて

いる

□人事考課が明確かつ客観的な基準により行 人事考査が客観的基準で行

われている(該当なし) われるよう規定があり、人

事担当職員がいる

□職員の安全を確保するなど各所の配慮がな

されている ○

5 非常勤職員の処遇を適 非常勤職員の雇用にあたっては、労働基準法

正に行っていますか など他の関係法令を遵守し、適切に行ってく

ださい ○

6 職員研修について、研 職員の資質向上を図る研修は、専門性の付与・

修体制を整備し、研修 使命感の自覚・士気高揚といった面で効果が

を計画的かつ定期的に あり、計画性をもって実施することが必要で

行っていますか す。以下に例示される点に留意し、工夫を行っ

てください

□職員採用時研修や職場内研修を実施したり、 役員及び職員が施設の基本

都道府県や団体の行う研修計画を把握して参 理念や方針を理解し、その

加計画を立てている 目標達成のために研修を計

画的・継続的に行うよう、

年度ごとに研修計画が策定

されている

研修の具体的な立案・実施

のために研修担当者を定め

ている

新規採用者・中堅職員・管理

者・専門職など、それぞれの

立場に応じた研修マニュアル

を策定している

学会・各種研修・研究会など

に職員を参加させている

専門資格取得のための外部

研修への参加について、勤務

時間の面などで配慮している

□外部研修に職員が参加した場合には、報告 研修参加者は施設内の報告

会を行うなど、他の職員に還元させるように 会を行うなど、他の職員に

努めている 還元させるよう努めている

□外部研修だけではなく、事例研究会などの ケース会議とは別に、事例

職員研修や勉強会が企画され、計画的に行わ 検討会を職員の研修として

れている 実施している

新しいサービス技法や様々

な実践の成果について常に

情報収集を行い、必要に応

じて外部からの講師を招い

て有効と思われる知識や技

術の導入に努めている

評　価　基　準

－６－



チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

福祉の動向・新たな制度や事

業については、資料を添えて

☑職場内訓練(ＯＪＴ)を、職場の状況に応じ 幹部職員ができるだけ詳しく

適切な方法で実施している 説明している

　⇒項目によっては実施（衛生士）

○

7 職員の調査研究の指導 職員の調査研究の推進は、研修の推進と同様

や研究発表を推進して に専門性の向上・士気高揚・使命感の自覚と

いますか いった面で効果があります。以下に例示され

る点に留意して工夫を行ってください

☑外部の学会・研究会などへの参加の促進

☑調査研究の推進・指導体制を整備する（研

究会の定期的開催、外部講師・スーパーバイザー

への依頼など）

☑施設内研究報告書・研究レポートを定期的に

作成する

☑外部との共同研究や各種研究費申請の促進 ×

8 職員の専門資格取得を 資格取得のために、研修の出張扱いや資格手当

積極的に進めています の支給の厚遇などの支援をしてください

か ×

9 ボランティアや地域住民 以下に示すことなどを行って、工夫してくだ

を受け入れる機会を作っさい

ていますか

☑専任の担当者を配置し、具体的な受入計画・ 地域へ施設を開放するため

研修・指導内容などのマニュアルを作成し、継 の規定を設け、施設開放を

続的な対応を行う 実施している

　⇒専任担当者、マニュアル 介護技術講習など地域住民

の生活に役立つような講習

会などを開催している

□地域のボランティアグループや住民組織とも 施設の様々な行事は必ず連

連絡・連携を持ち、その実施状況も記録に取り 絡し、同時に地域の人たち

まとめる との参加を歓迎している

地域の人たちのボランティア

を積極的に歓迎している

×

－７－

評　価　基　準



３．サービスの提供体制

チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

1 個別援助計画の策定に 実施状況を評価し、必要に応じて適切に変更を 利用者・家族などの要望を

あたっては、利用者宅 行ってください 所定の様式で記録している

を事前に訪問し、本人

や家族のニーズ、生活 利用者の身体的・心理的・社

環境などを充分に把握 会的状況を把握し、その評

していますか 価内容を所定の様式で記録

している

事故や病気を防止するため

に、利用者の行動の特徴や

健康上の留意事項を確実に

把握している ○

2 個別援助計画を策定す □必要に応じて介護職・看護職・医師(主治医)・ 通所介護計画の策定の際、

る際、必要に応じて各 理学療法士・作業療法士などの参加を得てくだ 必要に応じて各種専門職の

種専門職の参加を得て さい 参加を得ている

行っていますか ○

3 定期的又は必要に応じ □面接によるほか、利用者などからの意見を 送迎時に家族からの相談や

利用者や家族から相談 連絡帳やアンケートなどを活用して収集して 意見を受け付けている

を受けたり意見を聞く いる

機会を設けていますか 連絡帳を作り、利用者・家族

などの情報交換を行っている

定期的又は必要に応じて利

用者や家族との面接を行っ

ている

定期的又は必要に応じてアン

ケートを実施し、利用者・家族

の意見への対応を図っている

職員には、日常生活の中で

示される利用者の希望や意

見を素直に受け止め、これ

を記録して幹部職員に伝え

ることが文書で規定されて

いる

利用者の意思疎通の状況に

応じて、家族などの意向を把

握する機会が設けられている

把握された利用者・家族の

意向は事業計画や運営計画

の中に様々な形で反映され

ている

□担当職員以外に、利用者などから意見を聞く 利用者などから意見を聞く

担当者が定められている 担当者が定められている

職員全員が利用者などから

の意見を受け付ける体制を

取っている ○

評　価　基　準

－８－



チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

4 家族に対する支援体制 以下に示すような工夫を行ってください

ができていますか

□利用者の状況について、家族に対して個別 定期的又は必要に応じて、

に報告する 家族に対して個別に報告し

ている

□家族支援の担当者を置き、利用者の状況に 家族支援の担当者が定めら

関して、家族が必要とする情報を必要に応じて れ、利用者に関する情報提供

いつでも提供できるようにする を必要に応じて行っている

□個々の利用者家族との連絡帳を作り、活用

する

□家族への介護技術指導を定期的又は必要に 講習会を開催するなど定期

応じて行っている 的又は必要に応じ家族への

介護技術指導を行っている ○

5 サービスに関するマニュマニュアルなどの内容には、個々のサービスの

アルなどを用意し、職 留意点や具体的手順のほか、次の事項を盛り

員に徹底していますか 込んでください

□サービス利用者・家族へのサービスの説明と

同意

□職種ごとの業務分担（医療法上の禁止事項

の遵守）

□サービス内容の検討、決定、見直し

□個々のサービス内容具体的な事前準備、作業

手順、留意事項など

□衛生管理、危険予防、非常時対応（利用者に

事故や異常があった場合）

□記録の作成と保管

□マニュアルの掲示 ○

6 定期的又は必要に応じ 報告がケース記録に記載され、会議録・研究会 定期的又は必要に応じケア

て、ケアカンファレンスを 録などに保存され、さらに管理者まで報告がなカンファレンスを行っている

行っていますか される仕組みなどが重要となります

また、ケアカンファレンスの際にはベテラン職員 ケアカンファレンスでの報告が

や外部の専門家などにスーパーバイザーを依頼 ケース記録に記載され、会議

してアドバイスを受けるほか、利用者や家族の 記録などに保存され、管理

参加についても工夫してください 者まで報告される仕組みに

になっている

ベテラン職員や外部の専門家

家にスーパーバイザーを依頼

し、アドバイスを受けている

ケアカンファレンスに利用者や

家族の参加を得ている ○

評　価　基　準

－９－



チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　　釈
判
定

7 利用者などから収集し 本人の同意を得た上でケアカンファレンスにかけ情報提供する場合、本人の

た情報をより良いサー たり、居宅介護支援事業者へ情報提供を行う 同意を得ている

ビスに結びつけるためのなどの工夫をしてください

工夫を行っていますか 認知症など本人の意思表示

が困難な場合、家族の同意を

得て情報提供を行っている ○

8 感染症予防のための必 以下に例示されるような点に留意し、工夫を

要な対策を講じていま 行ってください
すか

□感染予防マニュアル(手洗いの励行・エプロン 感染予防マニュアルを作成

などの使用・着替えなど)を作成したり、職員 し、活用ている

に対して研修を行っている

感染対策について職員への

研修を行っている

☑サービス提供前に職員の健康状態をチェック ⇒コロナ対策

し、必要な対応を行うとともに記録している

□感染予防に関する研修を行っている

□利用者や家族に対して感染予防に関する啓 利用者や家族に対して感染

発普及を行っている 予防に関する資料を渡した

り、説明を行っている ×

9 感染者に対して適切な 以下に例示されるような点に留意し、工夫を

対応がなされていますか行ってください

□感染者（例：かいせん・ＭＲＳＡ、結核、

インフルエンザなど）に対しての適切な処遇の

ためにマニュアルや対応事例集を作成している

□感染者に対する適切な対応法に関する研修

を行っている

□入院治療の必要がある場合などを除き、感

染者のサービス利用を拒まない ○

－１０－

評　価　基　準



４．サービス提供内容

区
分

評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

1 １　送迎時における対応 以下に例示されるような工夫を行ってください

　が適切に行われてい

　ますか □乗降時の安全に配慮している バス乗降時、ステップアップ

のない場合は踏み台を使用

している

乗降の際、自立した利用者

に対しても必ず付き添い、転

倒のないように見守り、必要

に応じて介助している

必要な利用者には冬期間、

玄関から乗降口まで除雪を

行っている

その他（必要に応じて玄関

で折りたたみ式の段差解消

スロープを使用）

□訪問時や送迎時に家族などと情報交換をし 家族より睡眠・食事・排泄な

ている どの状態、日常生活の変化や

注意点についての確認を行

い、スタッフミーティングで情

報を共有して対応している

家族との連絡帳を使用して

いる

利用日前日に、電話で体調を

確認するとともに安否確認

を行っている

その他（　　　　　　　）

□車内での快適性・安全性に配慮している 必要に応じて車内の冷暖房

（冷房・暖気・換気・シートベルトなど） や換気を行っている

車内でのコミュニケーションが

円滑に行われるように利用

者の座席にも考慮して誘導

し、声かけなどにより利用者

のコミュニケーション促進の援

助を行い、会話の少ない利

用者には個別に声をかけて

いる

乗車時にはシートベルトを

必ず着用するよう介助して

いる

その他（　　　　　　　）

－１１－

利
用
者
の
生
活
自
立
へ
の
支
援



区
分

評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

1 □必要な利用者には、身支度・戸締りなどの 必要な利用者には戸締りや

確認を行っている 火の元の確認を行っている

必要な利用者には持ち物の

確認を行っている

必要な利用者には身支度を

行っている

その他（　　　　　　　）

□事故や急病など緊急時の対応マニュアルが 事故の際の連絡方法が明確

作成され、必要時は適切に励行されている にされており、直ぐに対応

できる

急病の際の連絡方法が明確

にされているとともに、近く

の病院に直ぐに搬送できる

その他（　　　　　　　） ○

２　意欲的に取り組める □プログラムの実施の際は動機付けに配慮して プログラムの際の動機付け・

　プログラムが用意され いる 効果を明確にし、また誰も

 ていますか が理解し指導できるように

するとともに、利用者にも

効果を周知して参加意欲を

向上させるようにしている

☑利用者が無理なく参加できるよう、心身に 希望や嗜好を考慮した個別

応じたプログラムが用意されている のレクリエーション計画に基づ

いて小グループでのリハビリ

　⇒利用者の心身に応じた を行っている

その他（　　　　　　　）

□利用者が楽しく意欲的に行えるよう配慮さ プログラムに応じたＢＧＭ

れている を使用したり、楽しめる雰囲

気作りをしている

その他（　　　　　　　）

□実施したプログラムを適切に評価し、次の 実施したプログラムについて

実施に反映させている ては利用者の意見を聞き、

スタッフ間で反省を行い、改

善すべき点などを明確にし、

次のプログラムに反映させる

ようにしている

その他（　　　　　　　） ○

３　利用者の身だしなみ □整容が適切に行われている（爪切り・整髪・ 入浴後にはドライヤーをかけ、

　や清潔保持が適切に 髭剃り・着替えなど） 利用者の意向に沿ってセット

　行われていますか している

爪の厚い利用者には入浴後

爪切りを行っている

必要に応じて髭剃りや顔そ

りを行っている

その他（　　　　　　　） ○

－１２－
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用
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の
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援



区
分

評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

2 ４　心身状況の状態に合 □歩行状態の低下した人・車酔いしやすい利用 歩行状態に応じて適切な介
　わせた送迎方法が提 者など、心身の状態に応じた送迎方法を行って 助を行っている
　供されていますか いる

心身状態に応じた送迎車を
使用している

車酔いしやすい利用者や歩
行状態の低下した利用者に
は座席の位置など配慮して
いる

車内での健康状態に配慮し
ている

会話などコミュニケーションに
より気持ちをリラックスさせ
ている

その他（　　　　　　　）

□送迎の順路に配慮している 心身状態に合わせて乗車時
間を短くするなど帰路にも
配慮している

その他（数台で分担して送
迎することで時間を短縮） ○

５　利用者の身体的・精神☑個々人に合ったレクリエーションプログラムが プログラムに対して利用者
　的能力・性別・嗜好を 幾つか用意され、自由に選択できるようにして の意見も聞き、取り入れる
　考慮したレクリエーシいる ようにしている
　ョンプログラムがあり
　ますか 個々のニーズに応えられる

ようゲームなど複数のプログ
☑時間設定や内容、提供場所も個人に合わせ ラムを用意し、余暇の時間も
て対応している 楽しめるようにしている

　⇒基本的には合同でのプログラム その他（　　　　　　　）

□実施時の安全性に配慮している ゲームなど身体を動かすプ
ログラムの際は、スタッフ
が付き添うとともに利用者
個々の状態に合わせてルー
ルを改正したり、椅子に座っ
た状態でも取り組めるよう
配慮している

その他（　　　　　　　）

☑認知症高齢者に対するプログラムに配慮して 集団でのプログラムが困難な
いる 場合には、個別にプログラム
　⇒特に認知症に配慮してのプログラム？ を実施している

帰宅欲求のある利用者には
散歩プログラムを行い、行動
を制止することなく外出できる
ようにしている

－１３－

利
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性
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慮



区
分

評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

2 回想プログラムを用意して行

うとともに会話においても

活用し、日常の中でも取り組

組めるようにしている

その他（　　　　　　　）

□グループで行えるプログラムが複数あり、利用 複数のプログラムを選択して

者間の交流促進に配慮している 行うことができる

その他（　　　　　　　）

□趣味・嗜好が反映されたプログラムに配慮し プログラムに利用者の希望や

ている 意見を取り入れている

□利用者の個別性に配慮したプログラムがある 集団で行えるプログラムの

ほかに個別で行えるプログ

ラムを複数用意してあり、

自由に選択して行えるように

している

その他（　　　　　　　） ○

６　機能回復に向けた援 □個別の訓練計画が策定され、実施の記録が 動機付けや効果が明確にさ

　助が適切に行われて されている れ、目標を持って取り組む

　いますか ことができる

心身状態に合わせた訓練が

行われている

その他（　　　　　　　）

□本人・家族の意向が計画に反映されている 本人・家族の意向が計画に

反映され、実施状況につい

ても報告がされている

□安全性に配慮している 必ずスタッフが付き添い、見

守りながら行っている

心身の状況に応じた、危険の

ない訓練内容になっている

その他（　　　　　　　）

□在宅環境などに考慮した計画が検討されて 毎日でも在宅でも取り組め

いる る訓練内容をし、指導して

いる

その他（　　　　　　　）

☑ 日常動作訓練のほかにも音楽療法やリズム 利用者の意欲を高めるため

体操など別のプログラムが用意されている の工夫や独自の取り組みが

　⇒リズム体操、音楽療法？ ある

その他（　　　　　　　）

－１４－

利
用
者
の
心
身
の
状
況
や
生
活
習
慣
病
な
ど
個
別
性
に
配
慮



区
分

評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

2 □ フットケアの援助が適切に行われている 冷え性の利用者などは足湯

を利用して足を温めるとと

もに気泡と振動により血行

の促進を図っている

足ツボマッサージにより、血行

促進・健康保持に努めている

その他（　　　　　　　） ○

７　利用者個々に、食事 □身体状況に応じた食器・自助具が利用されて

　の支援が適切に行わ いる

　れていますか

□身体状況に応じた調理形態で食事が提供さ 利用者の状態に応じておに

れている ぎり食やキザミの状態も変

えている

その他（ぬくもりのある木の

食器「オケクラフト」を使って

食事を提供）

□食欲をそそる盛り付け、色彩に考慮している

□食事の内容についてアンケートや嗜好調査を 定期的にアンケートや嗜好調

実施している 査を実施している

栄養士や調理員が食事の状

況を観察したり、利用者から

の意見を聞いている

利用者の個別に嗜好一覧表

を作成し、食事提供に配慮

している

次週の献立を紹介し、事前

に嗜好を把握し、食べられ

ない副食の際には代替食を

用意するようにしている

その他（　　　　　　　）

□旬の物、地域の食材を利用した献立が工夫 苺やホタテなどの名産物や

されている 旬のものを献立に取り入れ、

提供している

その他（　　　　　　　）

□必要な利用者に対して食事の摂取量や水分 必要な利用者においては摂

補給などが記録され、家族などに報告されて 取量を記録し、家族への報告

いる を行っている

その他（　　　　　　　）

□食事の選択が可能になっている

□保温性のある食器などを工夫し、個人に合っ 食器は保温食器を使用し、

た適温に配慮している 直食前に盛り付け温かいも

のを召し上がっていただく

牛乳なども希望に応じて温

めて提供している

その他（　　　　　　　）

－１５－
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区
分

評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

2 □焦らず、ゆっくり楽しんで食べられる雰囲気 昼食の際はスタッフも利用者
作りをしている と同じテーブルに座り、一

緒に食事を行いコミュニケー
ションを促進するとともに、
自然な形で利用者の摂取状
況などを観察している

その他（　　　　　　　）

□テーブルや椅子などの高さに配慮している

□食前食後の口腔ケアが適切に行われている 必要な利用者には洗面所に
誘導し、義歯の洗浄やうが
いの介助をしている

その他（　　　　　　　） ○

８　入浴の支援が適切に □本人の意向に沿った入浴方法を提供している 画一的な対応や手順ではな
　行われていますか く入浴の時間や手順なども

本人の意向により対応して
いる

自主性を尊重した介助がな
されている

その他（　　　　　　　）

□安全性に配慮した環境整備がされている 浴槽には手摺をつけ、必要
な利用者にはシャワーチェア
を使用している

浴槽をまたぎやすいように
踏み台を設置している

フロアーが滑らないように
工夫している

自立の方においても入浴の
際は必ずスタッフが付き添い、
転倒など事故のないように
見守りを行っている

その他（　　　　　　　）

□快適に入浴していただくための工夫をして 壁には木の飾りをつけ、香りを
いる 染み込ませ、アロマ効果でリ

ラックスできるようにしている。
他に造花や手作りのモビール
などを飾りつけ、明るい雰囲気
を作っている

その他（日本庭園がある）

☑いつでも入浴できるよう配慮している 利用開始とともに帰宅時間
　⇒入浴時間が特定されている までの間に希望する時間に

入浴できるようにしている

その他（　　　　　　　）

□身体状況に応じた浴槽が用意されている 大浴槽のほか、個別の気泡浴
槽、またぎの行為ができない
方には移動用のボードを使用
している

その他（　　　　　　　）

－１６－
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区
分

評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

2 □身体観察を適切に行っている 皮膚疾患などに注意し、発見

した際は家族にも報告する

入浴前・入浴後に健康チェック
がなされている

その他（　　　　　　　）

□入浴のできない利用者に対しての保清に配慮 清拭や部分浴を実施している
している

その他（　　　　　　　） ○

９　利用者の状態に合わ □ トイレはいつも清潔・快適にしている トイレには除菌ペーパーを
　せた排泄の支援が適 設置している
　切に行われています
　か 汚れた場合には直ちに清掃

を行うようにしている

手摺やペーパーホルダーの
位置は利用者の使いやすい
位置に設置している

換気・脱臭剤・芳香剤などに
より匂い対策を行っている

□ プライバシー保護が確実に守られている

□必要に応じて排泄記録までの状態を把握し、失禁する利用者は排泄感覚
個々人に応じた排泄ケアに反映されている の把握に努め定期的に誘導

している

便秘の利用者は排泄をチェッ
クし、家族へ報告している

その他（　　　　　　　）

□尿意や便意を確認し、オムツを使用してい 認知症高齢者でもオムツへ
る利用者に対してもトイレでの排泄を促して の依存を避け、トイレ誘導を
いる している ○

その他（　　　　　　　）

10　個々人に合った整 □利用者個々の好みや希望に応じた整容介助 お化粧を希望する利用者に
　 容が行われていま が行われている も対応している
　 すか

その他（　　　　　　　）

□入浴後の着替えなど、必要に応じた援助を 認知症高齢者においても自
行っている 立支援を目指した介助を行

っている

その他（　　　　　　　）
□適切な助言・援助を行っている ○

3 11　プライバシーは守ら □オムツ交換時はプライバシーが守られる配慮 オムツ交換は他の利用者の
　 れていますか をしている 目に触れない場所で行って

いる

その他（　　　　　　　）

□入浴時の身体・皮膚観察はさりげなく行って
いる

□悩み事などの相談は常に受け入れる体制を 利用者からの相談は積極的
取っている に対応し、相談の記録がある

家族からの相談についても
対応している

その他（　　　　　　　）
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区
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評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

3 □相談を受けるときはプライバシーに配慮して 相談室を設けている
いる

その他（　　　　　　　）

□プライバシー保護のためのマニュアルが確立し
ている ○

12　利用者とのコミュニ □日常生活の中で会話が不足している利用者
　 ケーションが円滑に に対して言葉がけと相手の話に耳を傾けている
　 保たれていますか

□接遇マニュアルに基づき、常に不快感を与え
えないよう注意をはらっている

□視聴覚に障害がある利用者に対してもコミ
ュニケーションがスムーズに行える手段を用い
ている

□意志伝達に制限のある利用者に対して固有
のコミュニケーション手段やサインの発見に配慮
している

□」利用者のコミュニケーション能力を高めるため
の配慮がなされている ○

13　利用者の金銭の取 □貴重品・金銭の管理が適切に行われている 利用者の希望や認知症高齢
　 り扱いを適切に行 者など紛失する可能性のあ
　 っていますか る利用者の所持品を管理し

ている

その他（　　　　　　　）

□利用料の授受は適切に行われている 個別に金銭授受を行う場所
がある

金銭授受は個別に行い、利用
明細を説明した上で行われて
いる

その他（　　　　　　　）

□利用料の内容を書面（明細・領収書）をもって
明確にしている ○

14　認知症高齢者が落 □その人の安らぎと力の発揮に向けた環境作 自主性を尊重した対応を行っ
　 ちついて利用でき りに配慮している ている
　 る環境に配慮して
　 いますか その他（　　　　　　　）

□利用者とスタッフの間で、深いコミュニケー 孤立することなくスタッフが
ションが取られている 日常、常に言葉かけを行って

いる

利用者間のコミュニケーション
を促進するため、スタッフが
支援している

日常会話にも回想的な言葉
かけを取り入れ、コミュニケー
ションを図っている

その他（　　　　　　　）

□利用者のペースと意志を大切にした時間の
過ごし方に配慮している

□家族とスタッフとの情報交換が行われている センターでの生活状況を家
族に報告している

家族からの情報はスタッフが
が共有できるようにし、対応
している ○
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評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

3 15　問題行動とされる □問題となっている行動の記録が整理されて ケース記録に記載され、家族
　 行動の観察と原因 いる への報告にも活かされている
　 の分析を行い、適
　 切な対応が行われ その他（　　　　　　　）
　 ていますか

□記録を基に分析や対応方法を検討している ケース会議において対応方法
を検討している

認知症高齢者の援助方針が
明確にされ、スタッフが共通
した対応ができるようになって
いる

その他（　　　　　　　）

□環境の整備により、受容的態度で受け止める
よう配慮している

□見当識障害に対する環境の配慮がなされて トイレや浴室などが明確に
いる 表示されている

その他（　　　　　　　） ○

16　抑制や拘束が行わ □帰宅願望のある利用者に対しても散歩のプロ
　 れないようにして グラムを用意していつでも外出できる体制を
　 いますか 取っている ○

17 利用者がくつろげ、 □喫煙場所が設置され、分煙が確立されて 喫煙コーナーを設置して、他
   楽しめる環境に いる(該当なし) の利用者の迷惑にならない
　 配慮していますか ようにする

その他（施設内禁煙）

□採光や照明に配慮している 自然の光を取り入れるように
している

その他（　　　　　　　）

☑匂いへの配慮をしている アロマキャンドルの使用など、
　⇒全面的に禁煙なので、配慮は不要 精神的にも落ち着けるように

している

その他（　　　　　　　）

□嗜好に応じてくつろげる環境が整備されて 和室においては足を伸ばし
いる 自由に休憩できるようにして

いる

足ツボマッサージや肩もみ器
など身体的・精神的にリラッ
クスできるようにしている

α波などのＢＧＭを使用して
精神的にリラックスできるよう
にしている

その他（　　　　　　　）

□静養ができる場所を確保している 静養室にはベッドが設置され
ており、体調に合わせて個別
に休憩できるようにしている

その他（　　　　　　　） ×
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評 価 基 準 チ ェ ッ ク 項 目 注　　　　釈
判
定

4 18　利用者の体調や健 □利用者の健康チェック（血圧・脈拍など）が 不安定な利用者に対しては
　 康状態に気を配り、適切に行われている 再検を行う
　 健康の保持増進の
　 ために必要な支援 健康手帳に記録して変動が
　 を行っていますか 一目で分かるようにしている

定期受診の際の参考となる
ように担当医に提示するよ
う指導している

必要な利用者には病院受診
を勧め、搬送を介助する

その他（　　　　　　　）

□利用者の既往歴・現病歴の把握をしている 利用前の事前調査において
確認している

他の関係機関からの情報を
得るようにしている

その他（　　　　　　　）

□必要な利用者に対して服薬のチェック・薬歴 問診の際に投薬に変更がな
管理を行っている いかを確認している

投薬の内容について書面（投
薬の内容が書かれている）を
もって確認している

その他（　　　　　　　）

□緊急時の対応マニュアルが作成されている 容態が悪くなった利用者に
対しては医師との連携を図
り、必要な場合には病院へ
の搬送を行っている

その他（　　　　　　　） ○

19　健康上の必要から、□個別の疾病に対応した食事を提供している 糖尿病など食事に配慮が必要
　 食事に配慮が必要 な利用者の食事に対応してい
　 な人に対して適切 る
　 食事が提供されて
　 いますか その他（　　　　　　　）

□歯痛など一時的・突発的な状況にも応えら お粥やキザミ食も希望や状況
れるように配慮している に応じていつでも対応が可能

その他（　　　　　　　）

□食欲不振時には、本人の嗜好を最大限考慮 味付けに工夫したり、プリンや
した献立を提供している ヨーグルトなどの提供も行って

いる

必要に応じて栄養食の提供
も行っている

その他（　　　　　　　） ○

－２０－
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